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米国上場有価証券等定期買付サービス約款 該当箇所の新旧対照表 

（下線部分改定） 

頁 新 旧 備考 
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第６条（定期買付サービス） 

（中略） 

 (1)お客様は、買付日の前営業日の翌日午前 3時 30分までに、

選定米国株式から、買付を希望する銘柄、毎月の買付日（以下、

｢買付日｣といいます。)、開始年月および 100 ドル以上 1ドル

単位で買付上限金額を指定します。 

 

第７条（再投資サービス） 

（中略） 

 (1)お客様は、買付日の前営業日の翌日午前 3時 30分までに、

選定米国株式から、買付を行う銘柄を指定します。 

 

第９条（発注の優先順位） 

（中略） 

 (1)口座区分により優先順位を決定し、NISA 口座またはジュ

ニア NISA 口座における注文を証券総合取引口座における注文

に優先して発注します。 

 

第１４条（解約） 

（中略） 

(4)定期買付サービスにおいて、第 10条 1 項の定めにより買い

付けを行えないことが連続して 6回となった場合。 

なお、定期買付サービスにおいて、銘柄・口座区分毎に通常

月・賞与月を合計して計算します。 

 

 

2021 年 10 月 20 日 

第６条（定期買付サービス） 

（中略） 

 (1)お客様は、買付日の午前 3時 30 分までに、選定米国株式か

ら、買付を希望する銘柄、毎月の買付日（以下、｢買付日｣とい

います。)、開始年月および 100 ドル以上 1ドル単位で買付上限

金額を指定します。 

 

第７条（再投資サービス） 

（中略） 

 (1)お客様は、買付日の午前 3時 30 分までに、選定米国株式か

ら、買付を行う銘柄を指定します。 

 

第９条（発注の優先順位） 

（中略） 

 (1)口座種別により優先順位を決定し、NISA 口座またはジュニ

ア NISA口座における注文を証券総合取引口座における注文に優

先して発注します。 

 

第１４条（解約） 

（中略） 

(4)第 11 条 1 項の定めにより買い付けを行えないことが連続し

て 6回となった場合。 

なお、回数は定期買付（通常月）、定期買付（賞与月）および配

当金再投資サービスを合算し銘柄ごとに数え、解約も銘柄ごと

に行います。 

 

2021 年 5月 22 日 
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変更 

 

 

 

 

 

変更 

上記の他、軽微な修整を行っています。 

以上 


